
上越市告示第９２号 

 

 

 

市道区域決定に関する告示 

 

 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、

上越市道の区域を次のように決定する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、都市整備部道路課において一般

の縦覧に供する。 

 

 

  令和６年３月２２日 

 

 

上越市長  中 川 幹 太    

 

 

路線番号 級数 路 線 名 区域決定の区間 
総延長(ｍ) 

幅 員(ｍ) 

Ａ４７５ １級 安江一丁目西福島線 

安江一丁目１０４－５９ 1041.3 
 

5.8～32.0 頸城区西福島字古城三の

丁１５２－1 

 

 


